
介
護

福
祉

６５
歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ

平
成
１６
年
度
介
護
保
険
料
の

普
通
徴
収
が
始
ま
り
ま
す

介
護
保
険
料
の
納
め
方
に
は
、

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
「
特
別

徴
収
」
と
金
融
機
関
な
ど
を
通
じ

て
個
別
に
納
付
書
で
お
納
め
い
た

だ
く
「
普
通
徴
収
」
の
２
通
り
が

あ
り
ま
す
。
老
齢
年
金
が
年
額
１８

万
円
以
上
（
月
額
１
万
５
０
０
０

円
以
上
）
の
方
は
特
別
徴
収
に
な

り
、
年
額
１８
万
円
未
満
の
方
が
普

通
徴
収
に
な
り
ま
す
。

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

こ
ん
な
時
は

普
通
徴
収
に
な
り
ま
す

○
年
度
途
中
で
６５
歳
に
な
っ
た

場
合

○
年
度
途
中
に
転
入
し
た
場
合

○
年
度
途
中
で
保
険
料
額
や
年

金
額
が
変
更
に
な
っ
た
場
合

○
平
成
１６
年
４
月
１
日
の
時
点

で
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
な
い

場
合

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

※
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
、
老

齢
福
祉
年
金
は
、
特
別
徴
収
の

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

納
期
の
お
知
ら
せ

※
普
通
徴
収
の
方
は
便
利
な
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
口
座
振
替
を
申
し
込
ま
れ
て
い

る
方
は
、
毎
月
２７
日
が
振
替
日

に
な
り
ま
す
。
休
日
の
場
合
は
、

翌
営
業
日
と
な
り
ま
す

問
い
合
わ
せ

役
場
介
護
保
険
課
保
険
料
係

�
９
８
５
―
４
１
１
５

戦
傷
病
者
な
ど
の
妻
の

皆
さ
ん
へ
特
別
給
付
金
が

支
給
さ
れ
ま
す

＊
平
成
５
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

１３
年
４
月
１
日
ま
で
の
間
に
、

夫
が
戦
傷
病
者
と
し
て
増
加
恩

給
な
ど
の
障
害
給
付
を
受
け
始

め
た
場
合
、
そ
の
妻
に
特
別
給

付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

＊
右
記
の
期
間
内
に
、
増
加
恩
給

な
ど
の
障
害
給
付
を
受
給
さ
れ

て
い
る
戦
傷
病
者
と
婚
姻
さ
れ

た
妻
に
、
特
別
給
付
金
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

＊
平
成
８
年
５
月
に
戦
傷
病
者
な

ど
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金

国
債
の
最
終
償
還
を
迎
え
た
妻

で
あ
っ
て
、
戦
傷
病
者
で
あ
る

夫
が
平
成
５
年
４
月
１
日
か
ら

平
成
８
年
９
月
３０
日
ま
で
の
間

に
公
務
傷
病
以
外
で
死
亡
（
平

病
死
）
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
妻

に
特
別
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま

す
。

＊
請
求
期
限
は
、
平
成
１６
年
９
月

３０
日
ま
で
。
こ
の
日
を
過
ぎ
る

と
、
時
効
に
よ
り
権
利
が
消
滅

し
、
特
別
給
付
金
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

請
求
忘
れ
の
な
い
よ
う
お
早
め

に
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

請
求
手
続
・
問
い
合
わ
せ

役
場
福
祉
課
社
会
福
祉
係

�
９
８
５
―
４
１
１
２

内
閣
総
理
大
臣
の

書
状
を
贈
呈
し
ま
す

先
の
大
戦
で
戦
地
な
ど
に
派
遣

さ
れ
戦
時
衛
生
勤
務
に
服
さ
れ
た

「
旧
日
本
赤
十
字
社
救
護
看
護
婦
」、

「
旧
陸
海
軍
従
軍
看
護
婦
」
の
方
々

（
慰
労
給
付
金
受
給
者
を
除
く
）

に
対
し
て
、
そ
の
ご
苦
労
に
報
い

る
た
め
内
閣
総
理
大
臣
の
書
状
を

贈
呈
し
て
い
ま
す
。

ご
本
人
ま
た
は
ご
家
族
な
ど
か

ら
の
ご
連
絡
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

請
求
書
等

役
場
福
祉
課
社
会
福
祉
係

�
９
８
５
‐
４
１
１
２

請
求
期
限

平
成
１７
年
３
月
３１
日
ま
で

問
い
合
わ
せ

〒
１
０
０
‐
８
９
２
６

東
京
都
千
代
田
区
霞
ヶ
関

２
‐
１
‐
２

総
務
省
大
臣
官
房
管
理
室

業
務
担
当

�
０
３
‐
５
２
５
３
‐
５
１
８
２

�
０
３
‐
５
２
５
３
‐
５
１
９
０

寿
大
学
（
北
公
民
館
）

「
痴
呆
相
談
事
業
」

日

時
７
月
２９
日
（
木
）
１３
時
３０
分
〜

場

所
北
公
民
館

２
階

大
会
議
室

講
演
会

鉾
石
和
彦
先
生

愛
媛
大
学
医
学
部
附
属
病
院

神
経
精
神
科
医
師

個
別
相
談
会

１４
時
３０
分
〜

問
い
合
わ
せ

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

「
菜
の
花
」

�
９
８
４
―
７
３
６
６

第５段階

本人住民税課税
合計所得金額２００
万円以上の方

６４，８００円
（基準額×１．５）

第４段階

本人住民税課税
合計所得金額２００
万円未満の方

５４，０００円
（基準額×１．２５）

第３段階

本人が住民税非
課税の方

４３，２００円
（基準額）

第２段階

世帯全員が住民
税非課税の方

３２，４００円
（基準額×０．７５）

第１段階

生活保護受給者
老齢福祉年金受
給者（住民税非
課税世帯）

２１，６００円
（基準額×０．５）

段階

対
象
者

納
付
額

納期限
８月２日（月）
８月３１日（火）
９月３０日（木）
１１月１日（月）
１１月３０日（火）
１２月２７日（月）
１月３１日（月）
２月２８日（月）
３月３１日（木）

期別
１期
２期
３期
４期
５期
６期
７期
８期
９期

保険料の決まり方
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